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選 挙 管 理 委 員 会 告 示 

 

兵庫県選挙管理委員会告示第23号 

 公職選挙法施行令（昭和25年政令第89号）第55条第２項及び第４項第２号並びに地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第106条、第114条、第117条及び第184条において準用する公職選挙法施行令第55条第２項及び

第４項第２号（最高裁判所裁判官国民審査法施行令（昭和23年政令第122号）第13条において衆議院小選挙区選

出議員の選挙の投票の例による場合を含む。）の規定により、不在者投票のできる施設を指定した内容に変更が

あったので、平成13年兵庫県選挙管理委員会告示第27号（不在者投票のできる施設の指定）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和８年２月４日 

兵庫県選挙管理委員会 

委員長 永 田 秀 一  

１ 病院及び介護老人保健施設の表稲美町の項中 

「 

 医療法人社団 友愛会 播磨サナトリウム 同 町北山 1264 

」 

を 

「 

 医療法人社団 友愛会 稲美しんわ病院 同 町北山 1264 

                                 」 

に改める。 
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